
第３号様式（第５条，第８条関係）

  年  月  日

鹿児島県知事　殿

１　相殺する学校徴収金等

　⑴　学校徴収金（学年・学級費，実習費，修学旅行費等）

　⑵　諸会費（PTA会費，生徒会費等）

①　□

②　□

※振込手数料の取扱いについては，学校側に確認してください。

金融機関名

本・支店名

口座種別

口座番号

口座名義（ｶﾀｶﾅ）

記

　私が支給を受ける奨学給付金は，生徒の授業料以外の教育費に係る債権の全部又は
一部と相殺するため，学校設置者が代理受領することに同意します。
　また，このために必要な奨学給付金の支給に関する事務手続(請求・受領・相殺等)
を学校設置者に委任することを了承します。

奨学給付金委任状

申請者住所

申請者氏名

生 徒 氏 名

学 校 名

２　余剰金の支給方法

　　相殺後に余剰が出た場合は，以下の方法により支給してください。

①か②のどちらかを選択して□にレ点を記入してください。

現金により支給してください。

口座振込により私の口座へ支給してください。

普通　・　当座

【振込先】

銀行・労金・信金
信組・相信・農協

本店・支店・支所
その他【　　　】


